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１．利用申込み手続きについて 
 
（１）お申込みの受付開始時期 
原則として利用開始日の１年前からの受付としますが、国際交流会議場か、メディアホ

ール、または東京国際交流館会議施設の合計４室以上を使用される催事については、利

用開始日の前年度４月 1日からの受付とします。 
（２）利用日 
原則として、当館は年末年始（１２月２９日～１月３日）を除き、開館としますが、施

設の点検・修理等のため、休館とする場合があります。 
（３）利用時間 
    当館会議施設の利用は、下記の利用可能時間内に限ります。 
各利用区分が基本の利用時間単位となり、夜間区分の利用については割増料金となりま

す。 
催物の前日までの設営に限り、施設利用料金は半額となります。（光熱水料等は全額加

算されます） 
各利用区分の時間帯から延長して利用される場合は、別途延長料金がかかります。空き

状況など必ず事前に確認の上、利用についてご相談ください。（利用時間には、準備・

撤去の時間も含みます） 
 
利用可能時間 ９：００～２１：００ 
利用区分  時間 
全日 ９：００～１７：００ 

午前 ９：００～１３：００ 半日 
午後 １３：００～１７：００ 

夜間 １７：００～２１：００ 
 
（４）お申込み方法 
① 利用照会 
電話、電子メール等で施設の空き状況や注意事項をご照会ください。その際、日時・人

数・主催者・催事名称・内容をお知らせください。 
② 予約確定 
「会議施設利用予約願」を記入の上、ＦＡＸ送信してください。予約確定の諾否は、原

則として「会議施設利用予約願」当館受信日の翌日以降、１０日以内にご返答いたしま

す。 
予約確定日以降、当館より利用申込み手続きに係る所定書類を郵送いたします。当館が

指定する期日までに、利用申込み手続きを行ってください。この間、一方的に当館から

利用予約を取り消すことはありませんが、利用を保証するものではありません。また、

指定する期日までに利用申込み手続きが行われない場合、予約の確定は取り消します。 
    ③ 利用申込み 
当館が予約を承認した場合、「会議施設利用申込書」を送付いたします。指定の期日ま

でに郵送、または持参してください。 
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（５）利用承認 
    利用申込みの諾否は、原則として「会議施設利用申込書」当館受領日以降、「会議施設利
用承認書」の発送をもって行います。利用申込み確定後、本承認書の提示を求める場合が

ありますので、施設利用当日まで大切に保管してください。 
   撮影目的等での利用については、企画内容を検討の上、承認後、許可証を発行いたします。 
（６）お申込み内容の変更 
利用申込み確定後、申込み内容に変更が生じた場合は、速やかに連絡してください。改

めて「会議施設利用申込書（変更）」を提出していただきます。著しい変更により、当

館に損失が発生したと認められる場合は、キャンセル料をいただく場合があります。 
（７）お申込みの取消し 
利用者の都合により、すでに承認された利用申込みを取り消される場合は、所定のキャ

ンセル料をいただきます。詳しくは４（３）をご覧ください。 
（８）照会・お申込み先 
    〒１３５－８６３０ 

東京都江東区青海２丁目７９番 国際研究交流大学村内 
独立行政法人 日本学生支援機構 
東京国際交流館事業部 事業係 
TEL ０３－５５２０－６００１   
FAX ０３－５５２０－６０１１ 

E-mail          tiecproject@jasso.go.jp 
インターネット http://www.tiec.jasso.go.jp 

 
窓口への来所及び電話でのお問い合わせは、午前９時３０分から午後５時までとさせ

ていただきます。（土曜日、日曜日、祭日、年末年始（１２月２９日～１月３日）を除

く） 
 
２．利用の範囲・制限及び承認の取消し 
   

当館会議施設の利用の範囲については、主として国際交流、教育、学術、文化に関す

る会議・催事とさせていただきます。 
なお、下記の事項に該当する場合は、施設利用をお断りもしくは利用承認の取消し、

または利用の停止をさせていただきます。 
 
（１）利用の制限 
① 会議施設の設置目的を逸脱するおそれがあると認められるとき 
② 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき 
③ 会議施設の他の利用者に不都合が生じるおそれがあると認められるとき 
④ 会議施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき 
⑤ 政治的または宗教的な団体、集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれが
ある団体及びその関係者並びに事業内容が明確でない団体が、主催、共催、後援ま

たは協賛をする行事に利用するとき。また、これら団体の利益になると認められる
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とき 
⑥ その他会議施設の管理、運営上支障があると認められるとき 

（２）利用承認の取消し 
① 前記の各号に該当すると認められるとき 
② 会議施設利用料金の予約金または残金が、特別の理由がなく所定の期日までに支払
われていないとき 
③ 会議施設利用申込み時に提出した書類に虚偽の記載があったとき、または承認した
利用の目的・内容と異なる目的・内容で利用するとき 
④ 利用承認を受けた会議施設以外の場所で、作業または催事行為を行うとき 
⑤ 災害その他の不可抗力によって、会議施設の利用ができないとき 
⑥ 会議施設の利用に当たって、当館が定める規則を遵守しないとき 
⑦ 管理の都合上、やむを得ない事由が発生したとき 

 
３．利用権の譲渡・転貸の禁止 
     
利用権利の譲渡または転貸はできません。 

 
４．利用料金 
 
（１）施設利用料金 
別紙の「東京国際交流館会議施設プラザ平成ご利用料金表」をご参照ください。 

（２）施設利用料金の支払い時期 
   施設利用料金は前納です。また、施設利用料金の一部を予約金として指定期日までに前納

してください。 
 

予約金 
（施設利用料金の１０％） 

 「会議施設利用承認書」の受領後 
指定期日まで 

残金   
（施設利用料金の残金） 

  ご利用開始日の一週間前まで 

精算金  
 

  ご利用終了後、指定期日まで 

        
料金は指定期日までに、本機構指定口座にお振り込みください。予約金、残金の入金が

確認されない場合、申込みを取り消す場合があります。 
なお、振込手数料は、利用者の負担となります。利用日・時間・場所等が変更になった

場合、お支払い済みの金額については返却いたしません。 
（３）キャンセル料 
利用者の都合により、すでに承認された申込みを取り消される場合は、下記のキャンセ

ル料をいただきます。 
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ご利用日の６１日前 

 
 施設利用料金の  １０％ 

 
ご利用日の６０日前～３１日前まで 

 
 施設利用料金の  ３０％ 

 
ご利用日の３０日前～１週間前まで 

 
 施設利用料金の  ５０％ 

 
ご利用日の１週間内 

 
 施設利用料金の１００％ 

 
５．利用打ち合わせと利用計画書 
 
（１）利用打ち合わせ 
利用開始日の１か月前までに当館と下記の事項について打ち合わせを行ってください。 
① 会議施設利用の内容、利用スケジュール 
② 会議の運営体制、会場レイアウト 
③ 会議の設備・備品の使用、電話回線使用、電気工事の有無 
④ 外部からの備品・機器の持込み 
⑤ 飲食の有無 

（２）利用計画書の提出 
      施設利用の内容が下記の場合、利用計画書（書式自由）をご提出ください。 
① 音響、照明、映像機材及び看板等を外部から持ち込む場合 
② 展示会、音楽、芸能等の興行、物販のみの利用の場合 
③ 施設内で撮影等を行う場合 
④ その他、当館が提出の必要を認める場合 

（３）電気工事 
工事は、当館の指定する電気工事業者に直接ご発注ください。 

（４）関係官庁への届出等 
催物をされる場合には、関係官庁への届出等が必要となる場合があります。責任を持っ

て届出等を行ってください。 
 
（参考）届出先の例 

 
深川消防署 
有明分署 

 

催物開催届・禁止行為解除申請等 

 

03-3259-0119 

 
東京水上警察署 

 

催物開催届 

 

03-3458-0110 

 
深川保健所 
 

 
飲食を行う場合 
興行場に関すること 

 

03-3647-5882 
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日本音楽著作権協会 
（ＪＡＳＲＡＣ） 

 

音楽著作権使用の場合 
 

 

03-5286-1671 
 

なお、本施設のうち「国際交流会議場」及び「メディアホール」は、平成１３年４月５

日付けで興行場許可を受けております。 
 

６．利用者の管理責任 
  
（１） 施設の利用期間中（準備・撤去を含む）の催物に関する管理責任は、関係業者、来場者

の行為によるものであっても、すべて利用者に責任を負っていただきます。事故防止に

は万全を期してください。 
（２） 入場整理・会場警備要員の配置等、避難誘導体制については、利用者の責任において、

警備会社等へ委託するなど、場内整理及び盗難、火災等の防止に努めてください。 
（３） 会場内に利用者が持ち込まれた備品、物品については、利用者に保管の責任を負ってい

ただきます。尚、宅配便等荷物の受理は、当館では原則として行いません。利用者が責

任をもって受けとってください。 
（４） 施設内で発生したゴミについては、お持ち帰りいただきます。やむを得ず当館にて処理

を行う場合は、別途処理料金をいただきます。なお、著しく施設を汚損した場合は、別

途清掃料をいただく事があります。 
（５） 当館会議施設にて、展示会・音楽・芸能・製品展示会等の興行・物販を行う場合は、警

備・清掃を利用者側で行ってください。 
（６） 利用施設の原状回復は、利用者で行っていただきます。施設利用終了時に当館の確認を

受けてください。 
（７） 貸出備品、鍵は利用後、すみやかに返却してください。 
（８） 施設、設備、備品等を破損または紛失した場合は、すみやかに当館まで連絡してくださ

い。 
（９） 修理復旧費等については、利用者の責任において原状回復するか、その損害を賠償して

いただきます。 
 
７．免責について 
 
施設利用に伴う人身事故及び物品の盗品・破損については、原則的に当館では一切の責

任を負いません。 
また、天災地変、交通機関のスト等の不可抗力によって催物を実施できなくなった場合

の損害についても、当館ではその責任を負いません。 
 
８．利用上の注意事項 
 
（１）利用時間 
利用時間は、準備や撤去の時間も含みます。利用時間の延長については、事前に当館の

承諾を得た場合に限ります。 
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（２）共用部分の利用 
エントランスホール・ホワイエ等の共用部分に関しては、原則として受付及びそれに準

ずる内容の利用に限定します。コーヒーブレーク等原則以外の利用については、当館に

ご相談ください。ただし、複数の利用者が重なる場合は、利用調整をさせていただく場

合があります。喫煙される場合は、定められた喫煙場所でお願いします。また、前述の

共有部分のほか、プラザ平成外周、交流広場、フロントデッキにおいて、撮影等での利

用を希望される場合は、別途ご相談ください。 
（３）外部からの機器・備品・飲食物の持込み 
利用者の都合により、外部からの機器・備品・飲食物を持ち込む場合は事前に当館にご

相談ください。 
なお、飲食物を持ち込む場合は必ず後片付けをお願いいたします。 

（４）搬入・搬出 
①上記の機器、備品、飲食物の持込みにおける搬入・搬出にあたっては事前に経路、車

両台数等などを当館と打ち合わせてください。 
②搬入・搬出にあたっては、当館と打合わせの上、必要な養生を行ってください。所定

の養生が認められない場合は、作業の中止を命ずる事があります。 
③台車は、各自でご用意ください。 

（５）禁止事項 
      下記の項目につては、禁止事項となっております。 
①発火または、引火性の品物など危険物の持込み 
②裸火の使用行為 
③悪臭を発するものの持込み 
④申込時の利用目的以外の利用 
⑤付属備品の所定場所以外への移動 
⑥施設内外で所定の方法を除く看板、ポスター等の掲出 
⑦施設内外でのビラまき、寄付の強要等の行為 
⑧施設内での経師張り（のり付け作業） 
⑨その他、当館が不適当と認めた行為 

 
※その他、会場のご利用にあたって不明な点は、当館にご相談ください。 
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